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言言語語アアククセセススカカーードド 
英語を話さない方々は公民権法５編により、無料で

母国語の通訳の支援を受けることができます。こち

らのiSpeakカードは通訳の支援を呼ぶ前にサービス

プロバイダがそのような方の母国語を識別するのに

役立ちます。 

下に記載されたカードを取り出し、サービスをご

利用の際に言語の支援のリクエストにお使いくだ

さい。このカードはサービスを受けるためには必

要ありません。 

オースティンの言語アクセスソリューション 
iSpeak カカーードドをを使使用用ででききるるササーービビスス 

 
  

  
 

 
 
 
 

病院やヘルスクリ

ニック

 
 
 
 
公共支援 

プログラム

 
 
 
 

公共のサービス(水
道、ゴミ、電気)

 
 
 
 

社会福祉団体 

 
     

 

 
 
 

 
公立の学校や 

大学

 
 
 

 
公共交通機関

 
 
 

救急・非救急

治療サービス

 
 
 
 

裁判所(市、郡、州

および連邦

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Community 

Network 

 
 

 
 

 

 
Community 

Network 

 

CE-2021-07

Community 
Advancement 
Network

Community 
Advancement 
Network

I speak Japanese. 
Please contact an interpreter, so we can communicate.  

Non-English speaking persons have a right 
under Title VI of the Civil Rights Act

to free interpretation assistance in their language.

Japanese


